
居宅サービス利用者負担軽減（市独自軽減）の流れ 

利  用  者 旭  川  市 居宅サービス事業者 

 

 

 

申 請 

 

 

 

 

 

通 知 

 

         認定者のみ 

 

交 付 

 

 

提 示 

 

 

利用者から軽減後の額を

徴収した領収書（写し） 

居宅サービス利用者 

負担軽減認定申請書 

 

申請受付 

内容審査 

認定決定 

 

居宅サービス利用者 

負担軽減認定証 

居宅サービス利用者負

担軽減認定決定通知書 

認定証交付 

認定証確認 

サービスの提供 サービスの受給 

 

利用料の支払（円未満切上） 

・ｻｰﾋﾞｽ費利用者負担(10％)

の 5％(半額)相当分 

・食費・滞在費の 50% 

給付実績 

確認・審査 

助成金の支払 助成金の受領 

サービス提供証明書又は

介護給付費明細書 

利用料の受領（円未満切上） 

・ｻｰﾋﾞｽ費利用者負担(10％)

の 5％(半額)相当分 

・食費・滞在費の 50% 

居宅サービス利用者負担

軽減事業助成申請書 

（様式第６号） 

旭川市へ請求（円未満切捨） 

※利用者負担を軽減した額 

・ｻｰﾋﾞｽ費の 5％を超える額 

・食費・滞在費の 50%を超

える額 

※レセプトは本来の負担割

合で国保連に請求してく

ださい。 

※通常助成金の支払いまでには，

サービス提供月から３か月程度

かかります 


